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「研究倫理」（研究者が理解し、身に着けておく

べき心得）について 

本学において研究活動を行うときは、学生の皆さんも研究倫理を守らなけ

ればなりません。 

研究における不正は、いかなる理由によっても認められません。 

もし不正を行えば、皆さん自身のみならず、國學院大學の信頼をも揺るが

すことになります。 
 

 

 

 

平成 27年 2月 18日 

(宣言) 

國學院大學(以下「本学」という。)は、建学の精神と本学の名誉を重んじ、日本の伝

統・文化の継承と創造的発展をはかるとともに、大学の使命の１つである研究に積極的

に取り組み、研究活動の活性化を図ることにより研究の進展に寄与し、その成果を社会

に還元することを推進する。 

(目的) 

本行動規範は、上記の宣言のもと、研究に関わる全ての者が研究活動を適切に行うこ

とを目的として定めるものである。 

I 研究者の責務 

(研究者の基本的責務) 

(1) 研究者は、研鑽に努め、科学的な探究に最善を尽くす。 

(2) 研究者は、研究が社会からの信頼と期待の上に成り立つことを自覚する。 

(3) 研究者は、研究の実施、研究費の使用及び事務手続きにあたって、法令や関係

規則を遵守する。 

(4) 研究者は、研究において、人種、ジェンダー、地位、思想・信条、宗教などに

よって個人を差別せず、科学的方法に基づき公平に対応して、個人の自由と人

格を尊重する。 

(公正な研究活動) 

(5) 研究者は、研究成果を公表することにより、その成果の社会的な認知を受ける。 

(6) 研究者は、研究・調査データの記録保存や厳正な取扱いを徹底し、ねつ造、改

ざん、盗用などの不正を為さず、また加担しない。 

國學院大學で研究活動を行う学生の皆さんへ 

國學院大學研究活動に関する行動規範（一部抜粋） 
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「不正行為」の典型例は、発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果などの

捏造（ねつぞう）、改ざん及び盗用です。 

 

研究活動において、存在しないデータ 

研究成果等を作成すること 

 

研究活動において、研究資料または過程を変更する操作を行

い、データまたは研究活動によって得られた結果などを真正

でないものに加工すること 

 

研究活動において、他人のアイディア、分析・解析方法、デ

ータ、研究結果、論文または用語をその人の了解又は適切な

表示なく勝手に使用すること 

 

研究データの保存の懈怠（けたい） 

研究に関する資料などの適切な保存を怠ることをいいます。発表した研究成果に対して、

不正の疑念が持たれた場合に、その疑念を晴らすことができるように、成果の根拠となっ

た資料などは、しっかりと保存しておきましょう。 

「研究データ」とは、研究活動において使用したもののうち、公表した研究成果に関す

るものであり、かつ、研究者が自らの研究成果の第三者による検証可能性を確保するため

に必要とされる文書、数値データ、画像等の「資料」や、実験試料、標本等の「試料」の

ことをいいます。 

「研究データ」は、研究成果の第三者による検証可能性を確保する必要が生じたときに

利用できるように、適切に保存しておきましょう。 

 

二重投稿 

同一内容の論文をすでに公表した紀要(大学などの教育機関で発行する学 術雑誌等)、雑

誌又は書籍等とは異なるところに発表することをいいます。 

ただし、再録である旨を明確に表示したうえで公表することを除きます。 

 

不適切なオーサーシップ 

論文の作成になんらか関与又は貢献していない者が、執筆者又は共同執筆者として名前

を連ねることは許されません。逆に、論文の作成に関与又は貢献した者が、執筆者又は共

同執筆者として名前を連ねないことも、許されません。 

１．研究活動における不正行為とは 
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人文・社会学系の研究で、一番多いといわれている不正行為は盗用です。何らかの情報

源から得た情報を論文やリポートなどに記載するときは、正しい引用のしかたを用いて、

「盗用」したと疑われないようにしましょう。 

 

ポイント① 引用部分をはっきりさせましょう 

引用部分が短い場合には、「 」（かぎかっこ）の中に入れます。長い場合には、引用部

分全体を改行したうえで 1 字分ないし 2 字分インデント（字下げ）をし、本文とは区別を

つけて扱います。また、他人の議論を要約して引用する場合には、「○○によれば、」とい

った引用部分を示す言葉を必ずつけて、あたかも自分の意見であるかのような誤解を他人

に与えないようにしましょう。 

 

ポイント② 引用をしたら元の文献を示す必要があります 

引用についての２番目のポイントは、引用をした元の文献を示すことです。これを出典

指示といいます。作成したリポートなどの「本文のどの部分」が、「参考にした文献のどの

部分」の引用であるかがわかるような形で示すことが必要です。著者の名前、論文や本の

正確なタイトル、公表された年、本であれば出版社名などを正確に書く必要があります。 

 

※ 引用のしかた、特に出典指示の方法には、研究分野ごとに様々な方法があります。学生

の皆さんは講義や演習での先生からの指示をよく聞き、自分が専門とする分野で使われ

ている方法を身に着けてください。 

 

 

 

 

 

研究活動における守秘義務とは、研究調査の対象である者から得た個人情報、及び公開

されないことを前提として提供された情報を、公開しないことをいいます。 

なお、個人情報とは、氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別すること

ができるものを指します。特に研究のためのアンケート調査等で要配慮個人情報（※）を

取り扱う場合は、必ず本人の同意が必要です。 

※「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分（「非嫡出子」など、ある個人にその境遇として固着し

ていて、一生の間、自らの力によって容易にそれらから脱し得ないような地位を意味します。単なる職業的地位や学

歴は含みません）、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不

利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報のことを

いいます。 

 

■「盗用」を疑われないために：引用に関する 2つのポイント 

２．研究活動における守秘義務について 



4 

 

 

文部科学省ホームページ「文部科学省の予算の配分又は措置により行われる研究活動において不正行

為が認定された事案」（https://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/fusei/1360484.htm）より 

 

（令和３年度） 

研究機関名※ 不正行為の種別 研究分野 研究機関が執った措置 

A 大学 捏造、改ざん 地震地質学 
懲戒（解雇相当） 

対象論文の取下げを勧告 

B 大学 盗用 会計学 
懲戒（戒告） 

対象論文の取り下げを勧告 

C 大学 自己盗用 
コンピュータ

理工学 

4 編の論文の出版元に自己盗用の認定

について通知 

（論文投稿規程等に定められている適

切な引用等を行わないまま利用してい

たため自己盗用と認定） 

※ ここでは研究機関名は伏せて掲載していますが、当該ページには機関名も併せて掲載されています。 

 

 

 

 

１）文部科学省 研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン 

（平成 26年 8月 26日 文部科学大臣決定） 

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/__icsFiles/afieldfile/2014/08/26/1351568_02_1.pdf 

 

※ このパンフレットは、上記ガイドライン８ページ、「大学が実施する事項」（学生の研究者倫理に関

する規範意識を徹底していくため、各大学の教育研究上の目的及び専攻分野の特性に応じて、学生

に対する研究倫理教育の実施を推進すること）に基づき、作成しています。 

 

２）日本学術会議 科学研究における健全性の向上について 

（平成 27 年 3 月 6 日） 

https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-23-k150 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

國學院大學では「行動規範」の他に「國學院大學公的研究費の運営及び管理並びに研究活動における不正の防止及び対

応に関する規程」を定め不正行為の防止に取り組んでいます。 

発行：國學院大學  発行日：令和５年１月１８日 

３．国内で起きた最近の研究不正事例について 

４．研究者としての意識を高めるために（参考となる資料等） 

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/__icsFiles/afieldfile/2014/08/26/1351568_02_1.pdf
https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-23-k150

